
【個別事項】 

No.2  試験区分 就労支援員 

 
＜勤務条件＞ 

 勤務場所：岡山県備前県民局健康福祉部福祉振興課（岡山市中区古京町1-1-17） 

  勤務時間：１日７時間１５分（８時３０分～１６時４５分、うち休憩時間６０分）以内 

       週２９時間以内 

勤務日数：月１８日以内（原則週４日以内）。あらかじめ、勤務日及び勤務時間を割り振りま

すが、公務の都合により他の勤務日及び勤務時間に振り替えることがあります。 

      ※所定の勤務時間を超えて勤務していただく必要がある場合は、事前命令により時

間外勤務を行っていただきます。 
 
＜報酬等＞ 

  基本報酬：日額１０，４７０円以内で学歴・職歴を考慮して決定します。（令和8年1月現在） 

※上記のほか、期末手当及び勤勉手当が支給されます（基準日に在職している等一

定の要件を満たす場合） 

※時間外勤務を行った場合、時間外勤務手当に相当する報酬が支給されます。 
 
＜応募資格＞ 

 ⅰ【共通事項】１（４）のアの応募資格を満たすこと。 

 ⅱ下記条件を満たすこと。 

  〇下記＜業務内容＞に記載された業務に活かせる何らかの実務経験を有すること 

（例：福祉業務経験、行政経験） 

〇高校卒業程度の学力を有すること 

  〇普通自動車運転免許を有すること 

  〇パソコンのスキル(エクセル・ワード等の一般的な操作が可能な程度)を有し、 

文書作成及び文書管理の経験を有すること 
 
＜業務内容＞ 

 備前県民局管内２町（和気町、吉備中央町）の生活保護受給者や生活困窮者に対す
る支援を目的として、生活保護法や生活困窮者自立支援法に基づき、他の支援員や生
活保護ケースワーカー等とも連携の上、下記の業務を行う。 

(1) 就労意欲の喚起を含む福祉面での支援 
  (2) ハローワークへの同行等による求職等の支援 
  (3) キャリア・コンサルティング 

(4) 履歴書の作成指導 
(5) 面接対策 
(6) 就労先の開拓 
(7) 就労後のフォローアップ 

 
＜特記事項＞（業務の特徴、求める人材など）  

 ・生活保護受給者や生活困窮者を対象に、自立促進するため個人の能力や意思等を

考慮しながら就労に関する支援を行う業務です。 

 ・生活保護制度や障害者福祉・高齢者福祉などの福祉に関する基本的な知識を有す

るとともに、県民局の職員のほかハローワークや就労先などの各種関係機関職員

と密に連携して、粘り強く業務に当たることのできる人材を求めます。 



 


